
モニタリングシート（基盤施設）

２　管理運営状況等
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※ 令和5年度より指定管理施設数変更。
　　令和4年度：特定公園 12箇所、有料公園施設 11箇所
　　令和5年度：特定公園 29箇所、有料公園施設 9箇所

多目的球技広場
利用者(人)

個人利用   7,406
大会使用 33,445

個人利用   3,470
大会使用 38,805

補足
説明

R5年度より、別団体による
指定管理へ。

野球場利用者(人)

補足
説明

個人利用 57,304
大会使用 27,041

補足
説明

R5年度より、1箇所は別団
体による指定管理へ。

一般利用 64,340
大会使用 42,489

一般利用 74,276
大会利用 50,199

365

144,000指定管理委託料（千円） 167,860 170,860

利
用
状
況
指
標

庭球場利用者(人)
一般利用 62,457
大会使用   6,709

一般利用 73,892
大会利用   8,556

一般利用 72,362
大会使用   7,894

年度

供用（開館）日数 365 365

4 年度

365 366

管理形態 指定管理 指定管理 指定管理 指定管理 指定管理

次年度（見込）

令和 3 年度 令和 7令和 年度令和 年度 令和5 年度

実績 今年度（予算）

6

人人員体制 正規職員 14 人 パート・アルバイト 31 人 0その他

年度

指定の方法 複数施設を一括指定管理

施設所管課 土木部　公園課 連絡先 06-4309-3228

施設の名称 特定公園及び有料公園施設
指定期間 5 年度～ 9

指定管理者に関するモニタリングシート 黄色のセルを施設担当課が記入

１　施設の概要 （モニタリング実施年度： 令和 6 年度）

144,000 144,000

設置目的 市民にスポーツ・レクリエーションや憩いの場を供することで、公共の福祉の増進に資するため。

施設内容・業
務内容等

有料公園施設及び特定公園の維持管理に関する業務
特定公園における行為及び利用の禁止又は制限に関することの管理に関する業務
有料公園施設の使用の許可及び使用の許可の取り消しに関する業務
有料公園施設の使用料及び特定公園の使用料の減免及び還付に関する業務
その他市長が認める業務

連絡先 06-6581-3300指定管理者 株式会社美交工業
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モニタリングシート（基盤施設）

課題への対応
今後の取組

最終評価
（任意設定）

普段から市との情報共有に努め、管理運営をより良くしていこうという姿勢がみ
られた。引き続き魅力ある公園づくりに努め、さらなる利活用やサービス向上に
努めてもらいたい。Ａ

Ｅ
効
果
・
効
率
性

施設の効果を最
大限発揮しようと
するとともに、管
理経費の縮減が
図られている
か？

Ｓ

有料公園施設や特定公園内の施設については積極的に点検を行い、不備が
あれば修繕を施すなど、利用者が快適に過ごせるように施設管理を行ってい
た。
十分に収益を確保出来ている自主事業はキッチンカーだけなので、キッチン
カー以外にも収益を確保できる自主事業を提案し、さらに管理委託料の縮減
や市民サービスへの還元に結びつけられるように努めてもらいたい。

Ｆ
法
令
等
遵
守

法令や各種規
則等を理解し、
遵守すること
で、社会的責任
を果たしている
か？

Ｓ 法令遵守、条例、規則について、理解しながら作業できていた。また、不明な
部分は市に問い合わせをしながら作業を実施していた。

Ｃ
サ
ー

ビ
ス

平等な利用の
確保及びサー
ビス向上が図ら
れているか？

Ａ
危険な公園利用への対応や市民からの苦情に対しては、市との情報共有を図
りながら根気強く適切に対応出来ていた。一部、指定管理者で対応すべき事
案について、市に対応を委ねることがあったため、より責任感を持って業務に
取り組んでもらいたい。

Ｄ
市
民
視
点

市民の声が反
映される管理・
運営が行われ
ているか？

Ｓ 市民が求めるニーズの把握のため、アンケートが実施されている。これにより得
られた市民の声を、今後の管理運営に活かしてもらいたい。

Ａ
行
政
視
点

施設の設置目
的が達成でき、
事業の継続性
が期待されると
ともに、市民の
安全の確保が
図られている
か？

Ａ
供用日・時間の遵守、適正な人数の配置、台風時の対応など、市民サービス、
利用者の安全を第一に考え、マニュアルどおり対応されていた。一部、指定管
理者が判断に苦慮した事案について、特に内部で検討を重ねることもなく市に
判断を委ねることがあった。より責任感を持って業務に取り組んでもらいたい。

Ｂ
管
理
・
運
営
能
力

人員・施設の管
理、会計処理等
（再委託業務を
含む）が適正に
実施され、快適
に利用できる施
設環境が整備
されているか？

Ａ

定期的に遊具の安全点検と、修繕を行っていた。遊具以外の施設についても
日々の点検で異常を見つけ、予算の状況を確認しながら施設の安全性の向
上に努めた。
市による修繕が必要な場合は遅滞なく報告を行った。
除草・剪定等の作業においては、概ね計画的に作業を行っていたが、作業が
追いついておらず、苦情があった。

３　モニタリングの総括
「個別評価」（自動表示）：Ｓ＝チェック項目が全て○、Ａ＝×がなく「得点」が７５％以上、
　　　　　　　　　　　　　　　 Ｂ＝×がなく７５％未満～５０％以上あるいは×が１個で「得点」が７５％以上、
　　　　　　　　　　　　　　　 Ｃ＝×が２個以上あるいは×が１個で「得点」が７５％未満
「最終評価」（任意決定）：個別の評価結果を踏まえて、評価者の裁量で決定する。

モニタリングの観点
施設担当課のモニタリング

個別評価
S A B C

評価できる点や要改善事項
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